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介護予防・高齢者活躍推進に関する会議

 資 料 4

議事（３）『事業別実施状況について』



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
21%

2号保険料
29%

【財源構成】

国 39.5%

都道府県
19.75%

市町村
19.75%

1号保険料
21%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携の推進

○認知症施策の推進
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

新しい地域支援事業の全体像
＜現行＞ ＜見直し後＞介護保険制度

全市町村で
実施



基本

目標

施策の

方向性
元気な状態 二次予防事業対象者(要支援・要介護になる恐れのある状態)

１

い
き
い
き
と
生
活
し
、
積
極
的
に
社
会
参
加
で
き
る
ま
ち

基本的な施策

１

健
康
づ
く
り
・
介
護
予
防
の
充
実

２

生
き
が
い
・
社
会
参
加
・
地
域
活
動
の

推
進

１ 生涯を通じ
た健康づくり・介
護予防の推進

２ 効果的な介
護予防の取り組
みの推進

３ 健康づくり・介
護予防を支援する
仕組みの充実

一次予防事業

幅
広
い
効
果
的
な
事
業

の
実
施

●筋力向上トレーニング啓発教室

●百万人の介護予防事業(きたきゅう体操・ひまわり太極拳)
●公園で健康づくり事業

●お口の元気度アップ事業(健口ストレッチ講座 等)

●高齢者食生活改善事業(おいしく食べて元気もりもり教室

●高齢者尿失禁予防事業(キューピット教室 等)
●元気でハツラツ健康アップ教室

●認知症予防教室

運動に関する
事業

口腔に関する

事業
栄養に関する

事業

閉じこもり・う
つ・認知症に
関する事業

二次予防事業

●二次予防事業対象者把握事業(健康いきいきチェック)

●通所型介護予防事業(運動・口腔・複合)
●高齢者地域交流支援通所事業(地域交流デイ)

●訪問型介護予防事業(閉じこもり・うつ等)

要支援・要介護になる恐れのある高齢者の早期把握

通所型の事業

訪問型の事業

生活機能の向上
を図り、一次予防
事業へ移行！

１次・２次予
防事業間の
連携

一貫性・連続性の
ある介護予防ケア
マネジメントの実施

地域包括支援センター
による介護予防ケアマ
ネジメントの実施

いきいきチェック該当

地域主体の活動の促進・環境整備

健康づくり・介護予防に携わる人材の育成・支援

（主な事業）●健康マイレージ事業 ●公園で健康づくり事業 ●健康づくりを支援する公園整備事業

（主な事業）●介護予防に関する普及・啓発事業 ●健康づくり推進員の養成・活動支援事業

生活習慣病予防・重症化予防のための各種検診の実施

（主な事業）●健康診査 ●特定健診・特定保健指導

生涯を通じた自主的な健康づくりの推進

（主な事業）●健康マイレージ事業 ●みんなで歩こう北九州

健康づくり事業（65歳以上の高齢者に限定されない事業）

通所型介護予防事業（運動教室）

１ 教養・文化・ス
ポーツ活動の促進

２ 社会参加のた
めの人材育成・環
境づくり

３ 多様で主体的
な社会貢献活動の
促進

教養・文化活動などの機会提供と活動支援

生涯スポーツ活動の機会提供と活動支援

（主な事業）●年長者研修大学校及び北九州穴生ドーム運営事業 ●年長者施設利用証広域連携事業 等

（主な事業）●全国健康福祉祭北九州市選手団派遣事業 ●シルバースポーツ大会開催助成 等

地域社会の担い手となる人材の育成

活動のための情報や場の提供

高齢社会に関する啓発

世代間交流の促進

（主な事業）●ボランティア大学校運営事業 等

（主な事業）●高齢者いきがい活動支援事業 ●年長者いこいの家 ●老人クラブ活動の促進 等

（主な事業）●敬老行事 ●高齢社会を考える区民の集い 等

（主な事業）●高齢者による子育て支援モデル事業 等

就労支援・雇用促進

多様な地域活動の支援

（主な事業）●高年齢者雇用環境づくり事業

（主な事業）●介護支援ボランティア制度の実施 ●高齢者を対象とした地域活動促進助成事業 等


